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平成２４年９月１９日判決言渡し 同日原本領収 裁判所書記官

平成２３年（
行
ウ）第６０３号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件

口頭弁論の終結の日 手成２４年６月２０日

判 決

原告 西日本旅客鉄道株式会社

被告 国

処分行政庁 中央労働委員会

被告補助参加人 ジェーアール西日本労働組合

被告補助参加人 ジェーアール西日本労働組合

中国地域本部

主文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は参加によって生じたものも含めて原告の負担とする。

事実及び理由

第１ 請求

中央労働委員会が, 平成２２年(不再)第３４号及び同第３５号事件(初審岡山県労

委平成２０年(不)第１号事件)について, 平成２３年９月７日付けで発した命令のう

ち, 上記平成２２年(不再)第３５号事件の再審査中立てを棄却した部分を取り消す。

第２ 事実の概要等

１ 本件事案の要旨

被告補助参加人ジェーアール西日本労働組合(以下「補助参加人西労」という。),

その下部組織である被告補助参加人ジェーアール西日本労働組合中国地域本部(以下

「補助参加人中国地本」といい, 補助参加人西労と併せて「補助参加人ら」という。),

補助参加人中国地本の下部組織であるジェーアール西日本労働組合岡山運輸分会(以

下「分会」という。)の組合員X１ら(以下, 補助参加人らと併せて「初審申立人ら」

という。)は, 岡山県労働委員会(以下「県労委」という。)に対し, ① 原告(以下「原

告会社」という。)が分会の組合員５名( X２, X３, X４, X５, X６)を平成１９年２

月から同年１２月にかけて, 原告会社岡山支社岡山運転区から他の運輸センター等に

転勤させたこと (以下「X６ら転勤」という。), ② 原告会社が分会の役員３名(X１

〔副執行委員長。なお, 同人は岡山地本の副執行委員長でもある。〕, X７〔執行委

員長〕, X８〔書記長〕。以下, 各組合員については, 上記①の各組合員も含め, 姓

のみで表記する。)のうち, X１に対し平成１９年２月８日付けで戒告処分を行ったこ

と(以下「本件戒告処分」という。), 前記分会役員３名に対し勤務成績評価をＤ評価

とし, うちX１及びX８の夏季期末手当成績給を５万円減額したこと(以下「本件評価

等」といい, 本件戒告処分と併せて 「本件戒告処分等」 という。), ③原告会社が

分会掲示板の掲示物を撤去したこと, ④補助参加人西労の平成１９年２月２０日付け

ＪＲ西労中国地域本部申第１０７号「ＪＲ西労への組織介入について団体交渉開催の

申し入れ」と題する書面 (以下「(申)第１０７号」という。)による団体交渉申入れ
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(以下「２.２０団交申入れ」という。)及び同年６月１８日付けＪＲ西労中国地域本

部申第１９０号「不当労働行為について団体交渉の申し入れ」と題する書面(以下「(申)

第１９０号」という。)による団体交渉申入れ(以下「６.１８団交申入れ」という。)

に応じないことが, それぞれ不当労働行為に当たる (上記①②については労働組合法

〔以下「労組法」という。〕７条１号〔不利益取扱い〕ないし３号[支配介入〕, ③

は同条３号, ④は同条２号[団交拒否〕)と主張して, 救済命令を申し立てた(以下,

「本件救済命令申立て」という。)。

県労委は, ③前記掲示物の撤去については労組法７条３号の支配介入, ④２.２０

団交申入れの事項のうち本件戒告処分に係る団交申入れ及び６.１８団交申入れに応

じないこと(以下「本件団交拒否」という。)については同法７２号の団交拒否の不当

労働行為に当たると認定し, 救済命令を発した(以下 「本件初審命令」という。)。

原告会社及び初審申立人らは, いずれも本件初審命令に対して再審査申立てをした

ところ, 中央労働委員会(処分行政庁。以下「中労委」ともいう。)は各再審査申立て

を棄却した。

本件は, 原告会社が, 前記③(掲示物の撤去)については, 労働協約に基づき適法

に撤去されたものであり, 不当労働行為(労組法７条３号)に該当しないと主張し, 前

記④について, 原告会社は補助参加人西労による団体交渉の申入れに対して誠案な対

応をしており, 不当労働行為(労組法７条２号)に該当しないとして, 原告会社の再審

査申立てを棄却した中労委命令(以下「本件中労委命令」という。)の取消しを求めた

事案である。 なお, 補助参加人らを含む初審申立人らは, 本件中労委命令に対する

取消訴訟を提起していないことから, 前記①の各転勤命令及び②の本件戒告処分等の

不当労働行為性については, 本件訴訟において直接の争点とはなっていない。

２ 前提事実(争いがない事実, 各所に掲記した証拠又は弁論の全趣旨によって容易に

認定することができる事実。 証拠等の掲記のない事実は, 当事者間に争いがない。)

⑴ 当事者等

ア 原告会社は, 旅客鉄道事業等を目的とする株式会社であり, かつて日本国有鉄

道(以下「国鉄」という。)が経営していた旅客鉄道事業等のうち西日本地域にお

ける旅客鉄道事業等を継承して, 昭和６２年４月に設立された。 原告会社は,

本社を肩書地に置くほか, 支社を岡山市等に置いている。

イ 補助参加人西労は, 平成３年５月, 原告会社及びその関連会社の従業員により

組織された労働組合で, 全日本鉄道労働組合総連合会(ＪＲ総連)に加盟してお

り, その本件初審申立時の組合員数は約１０００名である(弁論の全趣旨)。

ウ 補助参加人中国地本は, 補助参加人西労の下部組織であり, 岡山県, 鳥取県,

島根県, 広島県, 山口県及び福岡県の職場に勤務する補助参加人西労の組合員に

より組織されている。 この補助参加人中国地本の下部組織として, 各支社単位

に地方本部が設置され, 岡山支社等に所属する組合員により岡山地方本部(以下

「岡山地本」という。)が組織されている。 また, 岡山地本の下部組織として,

岡山運転区に所属する組合員により分会が組織されている。 (弁論の全趣旨)

エ X２, X３, X４, X５, X６(以下, この５名を「X６ら５名」という), X９(以下

「X９」という。), X１, X７, X８(以下,この３名を「X１ら３名」という。)は,
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いずれも原告会社の従業員であるとともに補助参加人西労の組合員であり, X６

ら５名はいずれもX６ら転勤当時, X９は津山運輸センターへ転勤となった平成１

８年１０月当時, X１ら３名はいずれも本件戒告処分等当時, 岡山運転区の運転

士であって, 分会に所属していた。

⑵ 分会役員の転勤

原告会社は, 次のとおり, 分会役員５名を転勤させた (以下, この５名に対する

転勤命令を「本件各転勤命令」といい, この転勤を「本件各転勤」という。乙Ａ１

３５, Ｂ37, Ｃ2, 3)。

①分会執行委員であるX９を平成１８年１１月１日付けで津山運輸センターへ,

②分会執行委員であるX２を平成１９年２月１日付けで府中運輸センターへ,

③岡山地本執行委員・分会組合員であるX３を同年４月１日付けで新見運輸セン

ターへ,

④分会執行委員であるX４を同月２６日付けで津山運輸センターへ,

⑤分会副執行委員長X５を同年６月１日付けで糸崎乗務員センターへ,

それぞれ転勤させた。

⑶ 本件戒告処分等

ア 賃金規程の定め(乙Ｂ２)

原告会社は, 就業規則１３０条において, 「社員の賃金に関する事項は, 賃金

規程の定めるところによる。」としている.(乙Ｂ１)。

賃金規程によれば, 会社の賃金は, 基本給, 諸手当その他(期末手当)により構

成され, 基本給は年齢給, 仕事給に区分されるところ, 仕事給昇給ランクは, 上

位から順にＳ, Ａ, Ｂ, Ｃ, Ｄの５段階に区分され, 標準的な者はＣ評価とされ

る。 仕事給昇給ランクは, 昇給実施日を毎年４月１日とし, 前年度を対象とし

て行う勤務評価により決定されるものであり, 岡山運転区所属運転士に対する仕

事給昇給ランクの決定権限は岡山支社長人事課長に委任されている。 なお, 勤

務評価は, 毎年４月に行われる。

前年４月１日から当年３月３１日までの調査期間内において, 出勤停止, 減

給, 戒告などの懲戒処分を受けた場合や, 勤務成績が特に良好でない場合等は,

昇給欠格条項に該当し(乙Ｂ２・賃金規程１８条２項参照), 仕事給昇給ランクを

Ｄ評価として仕事給昇給額が算出される (争いがない)。

また, 夏季期末手当成績給についても, 戒告, 勤務成績が良好でない者等につ

いては, ５万円減額される。

イ X１に対する戒告処分及び減給

X１は, 平成１８年１２月１０日, 原告会社において行われた重大事故（同年

１１月１０日の伯備線井倉駅構内における転轍機破損事故)発生に伴う教育訓練

(以下「本件訓練」という。)を途中退席し, 岡山支社は, 平成１９年２月８日,

X１の本件訓練途中退席が就業規則１４６条１項⑵の出勤停止, 減給, 戒告の事

由である 「上長の業務命令に服従しなかった場合」に当たるとした上で, 戒告

処分を発令した(乙Ａ５９。本件戒告処分)。

X１は, 本件戒告処分により, 賃金規程の定めに基づき, 平成１９年４月評価
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をＤ評価とされ, 同年夏季期末手当成績給を５万円減額された。

ウ X７に対する勤務評価

X７は, 平成１８年７月１６日に停止位置不良事故を起こしたことや訓練の未

受講, 期間内未受講等を理由として, 平成１９年４月評価をＤ評価とされた。

エ X８に対する勤務評価

X８は, 会社施設内で組合活動を行ったこと, 訓練の未受講・期間内未受講等

を理由として, 平成１９年４月評価をＤ評価とされ, 同年夏季期末手当成績給を

５万円減額された。

⑷ 本件掲示物撤去

ア 組合掲示物に関する労働協約の定め

原告会社と補助参加人西労の間で平成１９年９月２０日に締結された労働協約

(以下「本件協約」という。 有効期間は平成１９年１０月１日から平成２０年９

月３０日まで。乙Ｂ４)は, 組合掲示物について, 次のように規定している。

まず, １６条１項は, 「組合は, 会社の許可を得た場合には, 指定された掲示

場所において, 組合活動に必要な宣伝, 報道, 告知を行うことができる。」とし,

１７条は, 「掲示類は, 組合活動の運営に必要なものとする。また, 掲示類は,

会社の信用を傷つけ, 政治活動を目的とし, 個人を誹謗し, 事実に反し, または

職場規律を乱すものであってはならない。」とし（以下同条の定めを「撤去要件」

という。), １８条は, 「会社は, 組合が前２条の定めに違反した場合は, 掲示

類を撤去し, 掲示場所の使用の許可を取り消すことができる。」と定めている。

イ 本件掲示物の掲示及び撤去

分会は, 岡山運転区の分会掲示板に, 平成１９年１１月２７日付けで別紙の掲

示物(以下「本件掲示物」という。）を掲示した。

原告会社は, 本件掲示物の記載内容が, 本件協約所定の撤去要件に違反すると

して, 分会に対し, 撤去を求めていたが, 分会が撤去しなかったための原告会社

において, 同年１２月１５日, これを撤去した(以下,原告会社のこの行為を「本

件掲示物撤去」という。)。

⑸ 本件協約等

ア 労働協約

補助参加人西労と原告会社は, 毎年, 協約改訂等を交渉事項とした団体交渉を

開催後, 労働協約を締結しているところ, 平成１９年９月２０日に締結された本

件協約は組合活動, 経営協議会, 団体交渉, 苦情処理等の労使関係のルールを定

めるものであり, 労働条件に関する事項は定めていない。

イ 組合活動等に関する規定

まず, 原告会社は, 就業規則(乙Ｂ１)において, 次のとおり, 許可なく勤務時

間中又は会社施設内で組合活動をすることを禁止している。

「(会社施設内等における集会, 政治活動等)

第２２条 社員は, 会社が許可した場合のほか, 会社施設内において, 演説, 集

会, 貼紙, 掲示, ビラの配布その他これに類する行為をしてはならない。

(勤務時間中等の組合活動)
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第２３条 社員は, 会社が許可した場合のほか, 勤務時間中に又は会社施設内で

, 組合活動を行ってはならない。」

また, 本件協約においては, 原告会社は, 組合員の正当な組合活動の自由を認

め, これにより不利益な扱いをしないこと (５条), 組合員が, 経営協議会, 団

体交渉, 苦情処理会議, 簡易苦情処理会議に会社から承認を受け出席する場合は

, 賃金を控除されることなく勤務時間中に出席できること(６条)が, それぞれ規

定されている。

ウ 補助参加人西労と原告会社との労使協議に関する制度

(ｱ) 本件協約では, 労使協議の場として, 原告会社本社及び地方機関に経営協議

会, 団体交渉及び苦情処理を設置することが規定されている。 このうち, 苦

情処理は, 苦情申告の内容によって苦情処理会議又は簡易苦情処理会議に分け

られる(本件協約第６章)。

補助参加人西労と原告会社との間では, 本件協約に規定した労使協議の場以

外に, 従前から, 補助参加人西労から申入れのあった事項についてどのような

場で労使協議を行うかを協議し, 出席者, 開催日時等の事前調整を行う窓口整

理又は窓口説明と称する手続(以下「窓口整理」という。)が設けられている。

補助参加人西労と原告会社の地方機関における経営協議会, 団体交渉, 苦情

処理及び窓口整理は, 岡山地本と岡山支社との間で行われている。

(ｲ) 団体交渉は, 次の本件協約３９条に定める労働条件の基準に関する事項等に

ついて, 原則として公開で行われ, 中央における団体交渉は本社において, 地

方における団体交渉は地方機関において行うこととされている。

(1) 賃金,期末手当及び退職手当の基準に関する事項

(2) 労働時間, 休憩時間, 休日及び休暇の基準に関する事項

(3) 転勤, 転職, 出向, 昇職, 降職, 退職, 解雇, 休職及び懲戒の基準に関す

る事項

(4) 労働に関する安全, 衛生及び災害補償の基準に関する事項

(5) その他労働条件の改訂に関する事項

(6) この協約の改訂に関する事項

(ｳ) 苦情処理会議は, 組合員が, 労働協約, 就業規則等の適用について苦情を有

する場合の労使協議の場であり(本件協約５７条), 本社に中央苦情処理会議

（以下「中央会議」という。), 地方機関に地方苦情処理会議(以下「地方会議」

という。)が設置されている(同５８条)。

地方会議は,労使各２名の苦情処理委員で構成され(同６０条１項), 苦情申

告があった場合, まず労使の苦情処理委員から指名された各１名の幹事による

事前審査が行われ, 双方が苦情として取り扱うことが適当であると合意した場

合は受理し地方会議による審議が行われるが, 合意しなかった場合は, 苦情申

告は却下され地方会議による審議は行われない(同６４条)。 地方会議で審議

された苦情申告は, 労働協約, 就業規則等の適用を改めることが適当であると

合意した場合は解決とし, それ以外は棄却することとされている(同６６条)。

組合員が労働協約, 就業規則等の適用に関する苦情の解決を求めようとする
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場合, 当該組合員が所属する機関の地方会議の事務局に原告会社が定める苦情

申告票を提出することとされている。 なお, 集団的な苦情については, 組合

員に代わって補助参加人西労が申告することができるとされている(同６３条

)。

(ｴ) 簡易苦情処理会議は, 組合員が本人の転勤, 転職, 降職, 出向及び待命休職

(以下「転勤等」という。)についての事前通知内容について苦情を有する場合

の労使協議の場である (本件協約８０条１項)。

簡易苦情会議は, 地方会議が設置される箇所に常設され, 労使各２名の簡易

苦情処理委員で構成されている (同８１条 ８３条)。 簡易苦情処理会議で審

議した結果, 申告を受けた苦情の内容が本件協約８０条１項所定の苦情として

取り扱うことが適当であると認められなかった場合は, 苦情申告は却下するこ

ととされている(同８６条)。

組合員が, 転勤等に関する苦情の解決を求めようとする場合は, 転勤の事前

通知を受けた日の翌日までに, 会社が定める簡易苦情申告票により, 簡易苦情

処理会議の事務局に申告する(同８０条２項, ８４条)。

また, 本件協約には, 苦情申告が合意に至らず棄却された場合の更なる労使

協議のあり方については, 何ら規定を置いていない。

(ｵ) 経営協議会は, 「会社及び組合は, 企業の繁栄及び社員の幸福の増進を目的

として, 相互の意志疎通を図り企業運営の円滑を期して」(本件協約１９条)設

けられているもので, 次の本件協約２７条に定める事項について, 原則として

非公開で行われる会議であり (同２８条), 必要に応じ経営協議会小委員会(以

下「経小」という。)を設置することができる(同２０条)。 経営協議会の協議

委員数は, 労使双方同数で各８名以内とし, 経小の協議委員数は, 労使各５名

以内とされている(同２１条)。

(1) 事業の計画に関する事項

(2) 営業報告及び決算に関する事項

(3) 業務の合理化ならびに能率の向上に関する事項

(4) 福利厚生に関する事項

(5) 事故防止に関する事項

(6) その他必要と認めた事項

(ｶ) 窓口整理では, 補助参加人西労から申入れのあった事項についてどのような

場で労使協議を行うかを協議し, 出席者, 開催日時等の事前調整を行う(以下

「窓口整理(事前調整)」という。)。さらに岡山地本と岡山支社との間で, 申

入内容についての協議又は説明が行われる場合は経小として扱われ(以下「窓

口整理(経小)」という。), 原告会社は補助参加人西労出席者の勤務時間中に

協議する場合は勤務手配を行っている。 なお, 事前調整の段階でどのような

場で労使協議を行うかの調整がつかない場合は, 「対立」として整理される。

窓口整理は, 岡山支社のみならず, 本社及び他の支社でも行われており, 原

告会社は, 補助参加人西労以外の労働組合とも窓口整理を行っている。

窓口整理(経小)は, 本件協約２７条６号に定ある「その他必要と認めた事項」



- 7 -

について広範囲に協議しており, 岡山地本と岡山支社との間では, 不当労働行

為の即時中止と謝罪を求める申入れや, 不当処分及び不当転勤についての申入

れについても協議されている。

⑹ ２.２０団交申入れ

岡山地本副執行委員長のX10(以下「X10副執行委員長」という。)は, 岡山支社人

事課課長代理のY１(以下「Y１課長代理」という。)に対し, 平成１９年２月２０日,

中国地本及び岡山地本連名の(申)第１０７号(乙Ａ６８)を交付し, 団体交渉の申入

れをした(２.２０団交申入れ)。(申)第１０７号には, X１に対する本件戒告処分は

支社長との飲食の誘いを断った報復的処分であり, 同処分及び当該飲食の誘いは組

織の弱体化を狙った組織介入であるとして, この組織介入に対し抗議し謝罪を要求

する旨が記載されていた。

⑺ ６.１８団交申入れ

岡山地本のX10副執行委員長は, 岡山支社人事課のY２(以下「Y２課員」という。)

に対し, 平成１９年６月１８日, 中国地本及び岡山地本連名の(申)第１９０号(乙

Ａ１００)を交付し, 団体交渉の申入れをした(６.１８団交申入れ)。(申)第１９０

号には, 岡山運転区において岡山支社による数々の補助参加人西労の組織弱体化を

意図した不当労働行為が行われているとして, 要旨, 以下の主張をして, 団体交渉

の開催を要求する旨が記載されていた。

ア 分会役員に対する各転勤(前記(2)の本件各転勤)は, 意図的に岡山運転区に在

籍する補助参加人西労役員を狙い打ちした転勤であり, 補助参加人西労の組織の

弱体化を意図したものである。

イ 本件戒告処分等のうち, X１, X７, X８に対する平成１９年４月評価のＤ評価

並びにX１及びX８に対する夏季期末手当成績給５万円減額（本件評価等)は, 分

会役員を狙い打ちにした差別である。

⑻ 本件救済命令申立ての経緯及び本件訴訟に至る経緯

補助参加人西労, 分会, X１, X８は, 県労委に対し, 平成２０年１月１８日, ①

X６ら転勤, ②本件戒告処分等, ③本性掲示物撤去, ④原告会社が２.２０団交申入

れ及び６.１８団交申入れ (この団交申入れの対象である分会役員５名の転勤〔本

件各転勤〕と前記のX６ら転勤とは, その対象者が一部異なっている。)に応じない

ことが, それぞれ不当労働行為に当たるとして, 救済命令を申し立てた(本件救済

命令申立て)。補助参加人中国地本, X７は, 県労委に対し, 同年４月４日付けで,

本件救済命令申立ての申立人となることを申し出(当事者追加の申立て), 同月１４

日付けで許可され, 分会は同日付けで本件救済命令申立てを取り下げた。 (甲１)

県労委は, 本件救済命令申立てに対し, 平成２２年４月１５日付けで, ①２.２

０団交申入れのうち本件戒告処分に関する団交申入れ及び６.１８団交申入れに応

じないことが労組法７条２号の不当労働行為に, ②本件掲示物撤去が労組法７条３

号の不当労働行為に該当するとして, 原告会社に対し, 誠実団交応諾, 上記①及び

②に関する文書手交を命じ, その余の救済申立ては棄却した救済命令を発した(本

件初審命令。甲２)。

原告会社及び初審申立人らが, 本件初審命令を不服として, それぞれ再審査を申



- 8 -

し立てたのに対し, 中労委は, 平成２３年９月７日, 各再審査申立てを棄却し(本

件中労委命令), 原告会社は, 同月２１日, その裁決書騰本の交付を受けた。

原告会社は, 同年１０月１８日, 本件訴訟を提起した。

３ 争 点

⑴ 本件掲示物撤去が労組法７条３号の不当労働行為に当たるか (争点１)。

⑵ 本件団交拒否が労組法７条２号の不当労働行為に当たるか (争点２)。

４ 争点に対する当事者の主張

⑴ 争点１(本件掲示物撤去が労組法７条３号の不当労働行為に当たるか。)について

【被告の主張】

原告会社のX１に対する飲食の誘いにはいささか不自然な点もみられ, 過去の対

立関係の間, 原告会社が補助参加人西労の組合員を飲食に誘って組合からの脱退勧

奨をしたこともある。

よって, 補助参加人西労において, X１が原告会社岡山支社長との飲食の誘いを

拒否したため, 組合員の転勤や処分等が行われたという認識を持ち, 本件掲示物に

その旨記載することも理解できないものではない。

また, 本件掲示物は, 分会の立場からの見解を表明するとともに, 掲示物の読者

の理解を得ることを目的として, 掲示したものとみるのが相当である。

したがって, 本件掲示物は「事実に反する」ものとはいえず, 撤去要件に該当し

ないものであり, 本件掲示物撤去は, 労組法７条３号の不当労働行為に当たる。

【補助参加人らの主張】

分会は, 本件各転勤は, X１が支社長との飲食の誘いを断ったことに対する報復

であり不当であると判断し, 組合員に事実を周知し, 団結を呼びかけるために, 本

件掲示物を掲示したものであり, 本件掲示物が会社秩序を乱したという具体的事実

はない。

よって 本件掲不物の記載は撤去要件に該当せず, 本件掲示物撤去は労組法７条

３号の不当労働行為に当たる。

【原告会社の主張】

ア 撤去要件該当性

(ｱ) 原告会社は, 補助参加人西労に対し掲示板を貸与するに当たり, 本件協約に

よって, 掲示物についての撤去要件を定め, 「会社の信用を傷つけ」, 「個人

を誹謗し, 事実に反し, または職場規律を乱す」掲示物の掲示を禁止し, これ

に違反した掲示物を原告会社において撤去することができる旨を定めている。

(ｲ) 本件掲示物の「不当な報復転勤」 「岡山支社長秘書らによる我が西労への

不当な組織介入」 「憎悪を剥き出しにして西労組合員に不当処分や不当評価

を相次いで下した」との記載(以下「本件記載」という。)は, 事実に反する。

中労委は, 本件各転勤命令や本件戒告処分等が, 補助参加人西労への支配介入

に当たることを否定しつつ, 本件掲示物の撤去に関しては, 支配介入に当たる

ことを認めており, 矛盾しているというべきである。

(ｳ) 本件記載は, 本件掲示物を見ることができる原告会社関係者に対し, 岡山支

社の人事権の行使が恣意的判断により左右されている印象を与えるものである
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から, 岡山支社長の名誉, 信用を侵害するものであり, 支社長個人を誹謗し,

会社の信用を傷つけるとともに, 職場規律を乱した。 原告会社は, 安全輸送

を提供しなければならない鉄道事業者として職場規律を正すことを極めて重要

視しているところ, 本件掲示物については, 現に数名の社員から原告会社に対

して問い合わせがあったものであり, 職場内秩序維持の観点から非常に大きな

問題があった。

(ｴ) 本件掲示物が全体として訴えようとしている具体的内容は, 岡山支社長との

飲食の打診を断ったことによる報復として転勤や処分がなされたというもので

あるところ, その内容につき何ら裏付けはなく, かかる掲示物を掲示すること

自体, 正当な組合活動として正当化されるものでない。よって, 実質的, 総合

的に考察しても, 本件記就は撤去要件に該当する。

イ 結論

よって, 本件掲示物撤去は労働協約に基づいてされたものであり, 労組法７条

３号の不当労働行為に当たらない。

⑵ 争点２(本件団交拒否が労組法７条２号の不当労働行為に当たるか。)について

【被告の主張】

ア 総論

個別的人事権の行使に関する事項について労働協約で苦情処理等の別段の手続

に委ねることとして, 団体交渉事項から除外している場合, そうした取扱いは,

団体交渉権保障の趣旨に反しない限りは, 許容されるものと解される。

イ ２.２０団交申入れについて

補助参加人西労は, 平成１９年２月２０日以降, ４度にわたり団体交渉を申し

入れているのに, 原告会社は, 窓口整理であれば応じると述べるばかりであり,

団体交渉を拒否している。

また, 原告会社が一定の対応を行った簡易苦情処理会議, 苦情処理会議等での

協議は, 団体交渉に代わる機能を果たしているものとはいえない。

よって, 原告会社が, ２.２０団交申入れのうち本件戒告処分に関する団交申

入れに応じなかったことは, 不当労働行為に当たる。

ウ ６.１８団交申入れ

６.１８団交申入れに係る本件各転勤, 本件戒告処分等は個別的人事事項とし

て, いずれも義務的団体交渉事項に当たる。

また,補助参加人西労の組合員５名は約１年の間に転勤(本件各転勤)させられ,

組合役員３名が処分等(本件戒告処分等)を受けたことから, 補助参加人西労とし

ては, 一連の本件各転勤及び本件戒告処分等が組合組織の弱体化を意図したもの

であるとの疑念を抱くことも理解できないものではない。

よって, 原告会社は, 補助参加人西労に対し, 具体的な説明, 協議, 交渉を行

うべきであったところ, 原告会社はこれを果たしていない。

また, ６.１８団交申入れ事項に係る苦情処理手続は, 団体交渉に代わる機能

を果たしていない。

以上から, 原告会社が６.１８団交申入れに応じなかったことは, 法７条３号



- 10 -

の不当労働行為に当たる。

【補助参加人らの主張】

団体交渉は公開で行うこととされていたが, 仮に本件において団体交渉を行うと

原告会社において個人情報に触れる懸念を有したのであれば, その組合員の許諾の

確認をとったり, その個人情報に関わる部分を非公開とすることもできたのである

し, 原告会社は, 苦情処理会議や簡易苦情処理会議において, 再度の説明は経小で

行う旨を頑なに述べて, 団体交渉を拒否したものであるから, 原告会社による団交

拒否には, 正当な理由がない。

【原告会社の主張】

ア ２.２０団交申入れについて

原告会社は, X１の苦情申告について, 苦情処理会議や窓口整理(経小)で, 組

合側の理解を得られるように議論を尽くして具体的な説明, 協議を行い, 岡山支

社長との飲食の打診と本件戒告処分とが無関係であることや本件戒告処分に関す

る事項は団体交渉事項ではないことを十分説明したのであり, かかる労使協議の

場は, 団体交渉に代わる機能を有している。

そもそも, 補助参加人西労は, 平成１９年５月２１日の窓口整理終了後, 本件

初審申立時(平成２０年１月１８日)まで, 特に再申入れをしていないし, 県労委

における労使協議を拒否している。

よって, 原告会社が２.２０団交申入れを拒否したことは, 労組法７条２号の

不当労働行為に当たらない。

イ ６.１８団交申入れについて

(ｱ) 原告会社は, X２, X３, X５の転勤について, 簡易苦情処理会議において,

業務上の必要性及び人選の基準について説明した上で, 総合的に判断した旨を

誠実に回答している。

また, X９, X４の転勤は, 本人希望に添った異動であり, 両名とも労働協約

上の簡易苦情申告を期間内に行わず, 組合員としての権利を放棄しているので

あり, これについて補助参加人西労が団交申入れを行うことは, 労使協議制度

の趣旨に反し, 労働協約の安定的運用を妨げる。

(ｲ) また, X７, X８への評価については, 両社員の苦情処理会議ですでに十分に

議論を尽くしているし, X１に対する本件戒告処分については当該戒告処分自

体を苦情処理会議で十分な時間をかけて議論を尽くし, 窓口説明 (経小) にお

いても同内容の協議を行っている。 よって, 原告会社は客観的に組合側の説

明を得られるように十分な説明を行っており, 誠実交渉義務を果たしている。

(ｳ) そもそも, 各人の異動理由や処分理由等の協議は, 公開される団体交渉より

も, 原則非公開とされる経小での協議になじむ事柄であり, そのため, 原告会

社は, 経小で協議を行おうと調整を図っていた。 これを拒否した補助参加人

西労の態度こそ問題である。

(ｴ) したがって, 原告会社の対応は団交拒否と評価されるべきものではない。

ウ 結論

以上のとおり, 原告会社の対応は, 労組法７条２号の不当労働行為に当たらな
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い。

第３ 当裁判所の判断

１ 認定事実

前記前提事実及び後掲各証拠等によれば, 以下の事実を認めることができる。

⑴ 原告会社と補助参加人西労(及びその下部組織)との間の対立状況(乙Ａ１ないし

８)

原告会社と補助参加人西労は, 長年対立関係にあり, 補助参加人西労及び岡山地

本は平成７年並びに平成１２年及び平成１３年にそれぞれ, 原告会社が飲食の機会

等を利用して補助参加人西労の組合員に脱退勧奨をしたことや, 団体交渉を拒否し

たこと等を不当労働行為として主張する救済命令申立てを行うなどしていた。

県労委は, 上記いずれの救済命令申立てについても, 一部救済命令を発してお

り, その結論は, 中労委及び取消訴訟においても概ね維持されている。

⑵ X１に対する飲食の誘い

原告会社岡山支社長の秘書Y３(以下「Y３秘書」という。)は, 平成１９年１月１

０日, X６に対し, Y４支社長との飲食を打診したところ, X６は, Y３秘書に対し,

X１との同席を提案し, Y３秘書はこれを了承した。X３秘書とX６は,同じ社宅に居

住したことがあり,旧知の仲であった。 Y３秘書は,X１に対しても,同月15日,Y４支

社長との飲食を打診して, その了承を得, 結局, 会食の日を同月２９日と設定し

た。(争いがない)

X１は, 岡山地本執行委員長であるX11(以下 「X11」という。)に対し, 同月１６

日, Y４支社長との飲食の件を報告したところ, X11は「会わない方がいいと思う。」

と述べ, また, 分会書記長であるX８も, X１に対し, 同月１８日, 「利用されるだ

けだ。」と忠告し, 補助参加人中国地本書記長のX12も, X１に対し, 同月２０日,

「それは組織介入をするための常套手段である。」と述べた。 X１は, Y３秘書に

よる上記飲会の打診を拒否することとし, 同秘書に対し, 同月２１日, その旨を伝

えた。(乙Ａ１３２）

⑶ 本件各転勤命令

ア 本件各転勤命令の発令(乙Ｂ１, ３７, ３８）

(ｱ) 原告会社の社員の転勤等に関しては, 就業規則に, 原告会社は業務上の必要

がある場合は社員に転勤を命じること及び社員は正当な理由がなければこれを

拒むことができないことが規定されており, 岡山支社における転勤の決定権限

は, 岡山支社業務管理規程（７条５項）により, 岡山支社人事課長に委任され

ている。

(ｲ) 転勤は, 需給調整, 社員育成（活性化）, 適性能力, 転勤先の状況, 会社の

重点的取組み等の様々な要因により実施され, その人選は, 岡山支社全体の要

員需給等の状況を把握した上で, 就業規則における任用の基準, すなわち, 社

員としての自覚, 勤労意欲, 執務態度, 知識, 技能, 適格性, 協調性, 試験成

績等の人事考課に基づき, 岡山支社人事課において行われる。 具体的な人選

は, 資格, 通勤事情等を参考に行われるが, ここでいう資格とは, 運転士の場

合, 列車を運転するために必要な資格, すなわち, 気動車資格, ディーゼル機
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関車資格, 電車資格, 電気機関車資格をいい, それぞれ車種ごとに操作免許が

必要である。

(ｳ) 岡山支社において運転士が配置される箇所は, 本件初審申立時, 岡山運転

区, 糸崎乗務員センター, 津山運輸センター, 新見運転センター, 府中運輸セ

ンターの５箇所であった。

(ｴ) 岡山支社においては, 平成１８年度, １９年度, 運転士の養成未修了者が両

年度で１２名であったこと及び急な退職者が出たことにより, 運転士の要員需

給が厳しい時期が発生した。岡山支社は, こうした要員需給の厳しい中で, 平

成１８年１１月から平成１９年６月にかけて, 岡山運転区の１２名の運転士に

対して転勤を発令したが, このうち６名は補助参加人西労所属の組合員であり

, 残り６名はＪＲ西労組所属の組合員であった。

上記補助参加人西労所属組合員６名の転勤は以下のとおりであり, このうち

①ないし⑤の５名に対するものが本件各転勤である(前提事実⑵, 乙Ａ１１５

)。

① 分会執行委員X９ 平成１８年１１月１日付けで, 津山運輸センターに転

勤

② 分会執行委員X２ 平成１９年２月１日付けで, 府中運輸センターに転勤

③ 岡山地本執行委員・分会組合員X３ 同年４月１日付けで, 新見運輸セン

ターに転勤

④ 分会執行委員X４ 同月２６日付けで, 津山運輸センターに転勤

⑤ 分会副執行委員長X５ 同年６月１日付けで, 糸崎乗務員センターに転勤

⑥ 分会組合員X６ 同年１２月１日付けで, 大阪支社大阪電車区に転勤)。

イ 本件各転勤に対する苦情申告の経過

(ｱ) 岡山支社は, 本件各転勤に先立ち, 各転勤対象者に対し, 本件各転勤を行う

ことを事前通知したところ ,X２, X３, X５は, これに対して, 簡易苦情処理

会議への申告を行い, X９, X４は同申告を行わなかった(争いがない)。

(ｲ) X２の簡易苦情処理会議への平成１９年１月２５日付けの苦情申告に対し,

岡山地本副執行委員長X13(以下「X13副執行委員長」という。), X１(副執行委

員長), 岡山支社の人事課長代理Y５(以下「Y５課長代理」という。), Y１課長

代理は, 同月２７日, 簡易苦情処理会議で審議を行い, その中で, 労働者側委

員(以下「労側委員」という。)は, 岡山運転区の要員の不足を指摘し, また,

転勤先の府中運輸センターへの異動を希望している者がいること, X２が転勤

した場合には遠距離通勤となることを述べ, 当該転勤の撤回を求めた。 これ

に対して, 使用者側委員(以下「使側委員」という。)は, 「乗務員の一連の異

動による転勤の必要がある, 異動希望者がいることやX２が遠距離通勤となる

ことは承知しているが, 知識, 技能, 適格性, 通勤時間, 本人希望を総合的に

見て決めている」旨を答え, 労側委員が, 業務上の必要性は本当にあるのかと

質すと, 「当然である, 一連の異動に伴い, 知識, 技能, 適格性, 若さ, 優秀

さ, 他職場を経験して欲しいこと等を総合的に判断した」旨を答え, 転勤は撤

回しないと述べた。 結局, X２の苦情申告は, 同日, 却下された。(乙Ａ１３
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１, Ｂ５４)

(ｳ) X３の簡易苦情処理会議への平成１９年３月２３日付けの苦情申告に対し,

岡山地本のX13副執行委員長, X１(副執行委員長), 岡山支社人事課課長代理Y

６(以下「Y６課長代理」という。), Y１課長代理は, 同月２８日, 簡易苦情処

理会議で審議を行い, その中で, 労側委員は, X３の転勤の理由を質すととも

に, 「転勤した場合には遠距離通勤となり本人の生活に支障が出ること, １０

年以上在籍していることを転勤の基準としていることはおかしいこと, X３は

異動を希望していない上に他に異動希望者がいること, 分会においてはY５, X

２に続く３人目の異動であり組合差別であること」等を述べ, 使側委員は,「今

回の転勤は, １０年以上在籍していることを含め, 本人の知識・技能・適格性

等を総合的に判断したものであり, 業務上の必要性に基づいたものであり, 撤

回する考えはない」などと述べた。 結局, X３の苦情申告は, 同日, 却下され

た。(乙Ａ８１, Ｂ５５)

(ｴ) X５の簡易苦情処理会議への平成１９年５月１８日付けの苦情申告に対し,

岡山地本のX13副執行委員長, X１(副執行委員長), 岡山支社のY６課長代理, Y

１課長代理は, 同月２３日, 簡易苦情処理会議で審議を行い, その中で, 労側

委員は, X５の転勤の理由を質すとともに, 「本人の突発休暇(突発休暇とは,

勤務前日や当日に, 体調不良等により急遽申し出て取得する休暇をいう。 以

下同じ。)はその上司である現場管理者の対応にも問題がある, X５の転勤は分

会５人目の異動である, 分会を潰す気なのか」と述べ, 突発休暇に対する懲罰

的な異動であるとともに組織の混乱, 弱体化を図ったものであり撤回するよう

求めたところ, 使側委員は, 「今回の転勤は定期異動による欠員補充及び本人

の突発休暇を総合的に判断したものである」 とし, 「業務上の必要性に基づ

いた異動であり撤回する考えはない, 現場管理者に問題はない」などと述べた。

また, 労側委員が, 業務上の必要性に関して, 糸崎常務センターの欠員を尋ね

ると, 使側委員は, 欠員は２名であると答えた。 結局, X５の苦情申告は, 同

日, 却下された。(乙Ａ９１, Ｂ５６)

ウ 労働委員会段階における本件各転勤命令に関する原告会社の説明

原告会社は, 補助参加人西労組合員に対し本件各転勤命令を発した理由につい

て, 労働委員会段階で, 概ね以下のとおり主張していた(乙Ｂ３７)。

(ｱ) X２の転勤について

府中運輸センター所属のX14運転士の勤務態度については, 乗客から苦情が

度々寄せられ, 乗客とのトラブルもあった。 そこで, 岡山支社は, 同運転士

を接客の機会が少ない糸崎乗務員センターに異動させることとしたが, 糸崎乗

務員センターには, 府中運輸センターの業務において必要な気動車資格を有す

る運転士が１名しかいないなどの事情があったことから, 府中運輸センター,

糸崎乗務員センター, 気動車資格を有する者が在籍する岡山運転区との間の三

角転勤を実施することとした。 そして, 岡山支社は, 岡山運転区から府中運

輸センターに転勤させる運転士について, ①電車資格及び気動車資格を有する

こと, ②指導操縦者のうち現に見習い運転士の育成業務を行っている者ないし
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実際に見習い運転士の育成業務を行う予定がある者を除くこと, ③人材の入替

えにより各区所の活性化を図る観点から, 岡山運転区に長く在籍していること

を基準として人選し, ７名が候補者として挙がったが, このうち岡山運転区の

在籍期間が最も長く, 会社設立以来一度も転勤していないこと, 年齢が若く将

来の成長が期待できることを理由に, X２を人選したものである。

(ｲ) X３の転勤について

新見運輸センターでは, 運転士の転出に伴う補充が遅れ, 一時的に欠員とな

っていたこと, 平成１９年６月１日から転職準備のため休職に入る予定の運転

士が１名いたことから, その補充として岡山連転区から運転士２名を新見運輸

センターに転勤させる必要が生じた。 岡山支社は, 岡山運転区から新見運輸

センターに転勤させる運転士２名について, ①電車資格のみを有する者である

こと, ②２名のうち１名は, 国鉄時代から運転士業務に従事している中堅社員

とすること, ③指導操縦者をしている者やその予定がある者を除くことを条件

として人選したところ, 上記２名中１名の中堅社員の候補者として, ９名が候

補者に挙がったが、 このうち線見（線路を覚えるために他の運転士が運転す

る列車に同乗したり、 他の運転士から指導を受けながら自ら運転することを

いう。）に要する期間が短くて済む者として、 ＪＲ伯備線の乗務経験者３名

を人選し, さらに, 居住地等の条件のほか, 能力, 適正を考慮し, 最終的にＸ

３を人選したものである。

(ｳ) Ｘ５の転勤について

Ｘ５は, 平成１８年９月から平成１９年５月までの９か月間に, １０回の突

発休暇を申し出ており, このうち体調不良を理由として勤務当日に申し出たも

のが１回, 出勤後乗務開始までに申し出たものが３回, 乗務途中に申し出たも

のが２回であり, これら６回の申出は, 交替運転士を確保するのが困難な状況

でされたものであった。 岡山支社は, Ｘ５の突然休暇が岡山運転区の業務運

営に支障をきたしていることを理由に, Ｘ５の転勤を検討していたが, 糸崎乗

務員センター所属の運転士２名を平成１９年６月１日付けで転勤させる予定で

あったため, その補充として, Ｘ５を同センターに転勤させることとした。

(ｴ) Ｘ９, Ｘ４の転勤について

Ｘ９, Ｘ４は, それぞれ平成１８年５月の個人面談において, 津山運輸セン

ターへの転勤を希望していた。

⑷ 本件戒告処分等

ア Ｘ１に対する処分等及びそれに対する苦情申告の経過

(ｱ) 原告会社は, 就業規則において, 社員に対し, 原告会社が行う教育訓練を受

けることを義務付けており, 乗務員に対しても, 業務上必要のある場合は, 訓

練を実施することを定めている。 訓練は, 就業規則により, 原則として時間

外労働として取り扱うこととされ, 所定の労働時間内に受講できる者を除き,

超過勤務手当の支払対象となっている。

岡山支社では, 定例訓練のほかに, 臨時の教育訓練, 説明会, 研修会等が実

施されており, 岡山運輸区では平成１８年度に重大事故に伴う教育訓練（同年
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１２月実施）等が行われた。

（以上、争いがない。）

(ｲ) 原告会社において, 平成１８年１１月１０日, 伯備線井倉駅構内において補

助参加人西労に所属する運転士の過誤による転轍機破損事故が起き, 原告会社

は, 同種事故の発生を防止するため, 在来線の全乗務員を対象とした教育訓練

を実施することとし, 同月１５日, 補助参加人西労に対して電話で通知し, 岡

山支社は, 同年１２月１日以降, 上記教育訓練を行った（争いがない）。

分会は, 同月５日及び同月６日, 職場集会を開き, 定例訓練以外は参加は任

意であるとの意思統一を行った。 Ｘ１は, 同職場集会に参加していた。（乙

Ａ３１， １３４， Ｃ３）

Ｘ１は, 同月１０日に上記教育訓練を受けたが, その際, 岡山運転区長Ｙ７

（以下「Ｙ７区長」という。）に対し, 根本的な原因を究明ぜず, 個々の従業

員に対し責任追求だけをするやり方では, 職場の風土は変わらない旨を主張し

, その後訓練の説明を行っていた岡山運転区係長Ｙ８（以下「Ｙ８係長」とい

う。）に対しても, 「会社の労務管理に問題があるのではないか」などと発言

し, 結局, 本件訓練を途中退席した。（争いがない）

(ｳ) Ｙ７区長は, Ｘ１に対し, 平成１８年１２月１２日, Ｘ１が本件訓練を途中

退席したことが業務指示違反に当たるとして, 同月１５日を日勤教育に指定し

た。

補助参加人中国地本及び岡山地本は, 岡山支社に対し, 同月１３日, Ｘ１の

日勤教育中止を申し入れ, 分会も, 同月１４日, 同様に申し入れたが, 岡山支

社は, 補助参加人中国地本及び岡山地本に対し, 同日, 窓口整理(経小)におい

て, 「業務指示違反に対する日勤教育であり, 中止する考えはない」と回答し

た。

（以上, 争いがない)

X１に対する日勤教育は, 同月１５日, １６日に行われ, その内容は, 就業

規則の書き写し等であった。Y９助役は, X１に対し, 同月１６日の日勤教育に

おいて, X１の本件訓練における「みんなも本気でちゃんと考えにゃいけんで」

との発言内容が職場秩序を乱したことを認めるよう迫ったが, X１はこれを拒

否した。 X１は, 日勤教育の理由が, 業務指示違反から職場秩序を乱したこと

に変わったのかと思い, Y９助役に対し, 同日の終了点検後, 日勤教育の理由

を確認したところ, Y９助役は, 「まだ教育が足らないんですか。」と述べた。

(乙Ａ１３２。 なお, 原告会社は, Y９助役の上記各発言を否認するが, 上記

認定を左右するに足りる証拠はない。)。

X１は, 地方会議に対し, 同月２０日, 日勤教育理由が変わったことを理由

に苦情申告を行ったが, 事前審査で却下された(争いがない。)。

(ｴ) 岡山支社は, 平成１９年２月８日, X１が本件訓練を途中退席したことが就

業規則１４６条１項(2)の戒告等の事由「上長の業務命令に服従しなかった場

合」に当たるとして, 戒告処分を発令した(本件戒告処分)。

X１は, 本件戒告処分により, 賃金規程の定めに基づき, 平成１９年４月評
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価をＤ評価とされ, 同年夏季期末手当成績給を５万円減額された。

(前提事実⑶)

(ｵ) X１は, 本件戒告処分の撤回を求め, 平成１９年２月１５日付けで地方会議

に苦情申告をしたところ, 同年５月１４日, 岡山地本のX10副執行委員長, Ｘ1

5副執行委員長, 岡山支社のY６課長代理, Y１課長代理が出席して地方会議で

審議を行われた。 その中では, 本件訓練が業務指示に基づくものか否かとい

う点や, Y３秘書が飲食の誘いの際に「処分は出ないと思う」とX１を懐柔する

ような発言をしたか否かという点について, 互いの主張を述べ合ったに止まっ

た。 結局, 上記苦情申告書以外には互いの手持ちの資料が示されたり, 実質

的な交渉に至ることもなく, 議論は平行線のまま, 上記苦情申告は, 同日棄却

された(争いがない事実, 乙Ａ８５, Ｂ５１)。

イ X７に対する勤務評価等及びそれに対する苦情申告の経過

(ｱ) X７は, 平成１８年７月１６日, 乗務中に自身が運転していた各駅停車列車

を快速列車と勘違いし, ＪＲ津山線佐良山駅において, 所定停止位置を約１２

０ｍ行き過ぎて停止し, 所定位置まで列車を後退させ, 乗客乗降後, 定刻を５

分遅れて同駅を発車するという停止位置不良事故を起こした。 岡山支社は, X

７に対し, 注意指導(懲戒処分ではない。)を行い, 日勤教育を行った。(争い

がない)

(ｲ) X７は, 平成１８年度において, 岡山支社が指示した訓練を３回受講せず

(平成１８年１２月ＣＡＩ 〔知悉度把握及びコンピュータを利用した教育シス

テム〕訓練, 平成１９年２月ＣＡＩ訓練, 同年３月人権研修), 定められた期

間内に受講せず期間後に受講したことも８回あった (平成１８年８月ＣＡＩ訓

練, 同年９月安全性向上計画進捗状況説明会, 同年１０月ＣＡＩ訓練, 同年１

１月指導訓練, 同月人身事故対応訓練, 平成１９年２月指導訓練, 同年３月指

導訓練, 同月労働災害研修) (争いがない)。

(ｳ) 岡山支社は, 前記停止位置不良事故, 前記訓練未受講・期間内未受講等に基

づき, X７の平成１９年４月評価をＤ評価とした(争いがない)。

(ｴ) X７は, すでに停止位置不良事故について処分や日勤教育を受けたこと, 定

められた期間内に受講しなかったことは現場管理者の了承を得たことを理由に

, 地方会議に対し, 平成１９年６月１５日付けで, 苦情申告をした。

岡山地本のX10副執行委員長, X15副執行委員長, 岡山支社のY６課長代理, Y

１課長代理は, 同年７月１３日, 地方会議で審議を行い, その中で, 労側委員

は, X７に対する評価の理由を質すとともに, X７は訓練の変更を届け出て参加

しているなどと述べ, 使側委員は, 評価の理由は停止位置不良と各種訓練を期

間内に受けていないことであり, 「評価項目別の着眼点」に則り適正に評価し

た結果であって, また, 訓練は業務指示の範囲であり, 繰り返し受講するよう

指示してもX７は受講しなかったなどと述べた。 結局, X７の苦情申告は, 同

日, 棄却された。(争いがない事実, 乙Ａ１０３)

ウ X８に対する勤務評価等及びそれに対する苦情申告の経過

(ｱ) X８は, 平成１８年１２月１４日, 岡山運転区区長室を１人で訪れ, その場
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にいたY９助役及びY10助役に対し, X１の日勤教育について抗議した。 Y９助

役が, X８に対し, どういう立場で抗議しているのかを聞いたところ, X８は

「組合としてです」と答えたため, Y９助役は, 職場内の組合活動に当たると

注意した。 また, Y９助役は, 同月１６日にも, X８に対し, 就業規則の写し

を示した上で, 同様の注意をした。

(争いがない)

(ｲ) 分会組合員を含む補助参加人中国地本組合員ら約７０名は, 平成１９年２月

２０日, 岡山地本事務所において, 抗議集会を開き, 同集会後, 岡山運転区に

向かい, そのうち中国地本のX12書記長(同人は, 岡山運転区に所属していない

。), 岡山地本のX10副執行委員長, X８ら約２０名(以下「立入組合員ら」とい

う。)は, X１への本件戒告処分に対する抗議として各自が苦情申告票を読み上

げて提出するため, 岡山運転区の敷地内に入った(乙Ａ１３３)。

これに気付いたＹ７区長, Ｙ９助役らは, 同運転区庁舎玄関に出向いたとこ

ろ, 立入組合員らは同玄関において一列に並び, 各自次々に, 苦情申告票を読

み上げて提出した。Y７区長は, 立入組合員らに対し, 「苦情は受け取る。」

「読み上げるのはやめなさい。」などと何度も指示したが, 立入組合員らは,

読み上げをやめず, 最後に, X８が, あらかじめ用意しておいた分会執行委員

長名義のX１への本件戒告処分に対する抗議文を３分程度読み上げた。(争いが

ない)

Y７区長は, 最後のX８が読み上げたものが, 苦情申告票ではなく抗議文であ

ることに, その時は気付かなかった(乙Ｃ７)。

現場長は, 苦情申告票を受け取った場合は, 本件協約に基づき, 人事課に取

り次ぐことになっており, 前記各苦情申告票等を受け取ったY７区長も, これ

を岡山支社人事課に取り次いだ。

なお, 従前, 苦情申告票を提出する際は封筒に入れて現場長に渡すことが慣

例となっており, 過去に, 苦情申告者が現場長に対して苦情申告票を読み上げ

て提出したことはなかった。

立入組合員らが, 岡山運転区に立ち入って, Y７区長らに対し, 苦情処理票

等を読み上げる抗議行動を行った時間帯は, 午前１１時５０分ころから約３０

分程度であり, 同時間帯は, 日勤勤務の社員の時間帯に当たる。 また, 当時,

岡山運転区本館１階には約２０名の社員が勤務していた。

(以上, 争いがない)

(ｳ) X８は, 平成１８年度において, 岡山支社が指示した訓練を２回受講せず(平

成１８年８月ＣＡＩ訓練, 平成１９年３月ＣＡＩ訓練), 定められた期間内に

受講せず期間後に受講したことも２回あった(平成１８年９月安全性向上計画

進捗状況説明会, 同年１２月重大事故発生に伴う教育訓練) （争いがない）。

(ｴ) X８は, 前記抗議行動が会社施設内での組合活動であること, 前記訓練未受

講・期間内未受講等に基づき, 平成１９年４月評価をＤ評価とされ, 同年夏季

期末手当成績給を５万円減額された。 (争いがない)

(ｵ) X８は, 地方会議に対し, 上記Ｄ評価及び上記成績給減額の撤回を求めて苦
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情申告をした。

岡山地本のＸ10副執行委員長, Ｘ15副執行委員長, 岡山支社のY６課長代理,

Y１課長代理は, 平成１９年７月１３日, 地方会議で審議を行い, その中で,

労側委員は, X８に対する評価の理由を質すとともに, 職場内組合活動という

判断は不当であるし, 訓練受講については変更を届けてあるなどと述べ, 使側

委員は, 評価の理由は職場内の組合活動と各種訓練を期間内に受けていないこ

とであり, 「評価項目別の着眼点」に則り適正に評価した結果であって, 恣意

的に判断したものではなく撤回しないと述べた。 結局, X８の苦情申告は, 同

日, 棄却された。(争いがない事実, 乙Ａ１０４)。

⑸ ２.２０団交申入れ

ア 分会組合員らは, 平成１９年２月２０日, 前記⑷ウの抗議行動終了後に岡山支

社前で抗議行動を行い, 岡山地本のＸ10副執行委員長は, 補助参加人中国地本及

び岡山地本連名の(申)第１０７号(乙Ａ６８)を読み上げた上で, Y１課長代理に

手渡し, 団体交渉を申し入れた(２.２０団交申入れ)。

(申)第１０７号は,「ＪＲ西労への組織分入について団体交渉開催の申し入れ」

と題し, X１に対する戒告処分は支社長秘書を通じて行った支社長との飲食の誘

いを断ったことに対する報復的処分であり, 同処分及び当該飲食の誘いは組織の

弱体化を狙ったものであるので, この組織介入に対し抗議し謝罪を要求するとし

て団体交渉を申し入れるものであった。

イ 岡山地本のＸ13副執行委員長と岡山支社人事課のY２課員は, 同年３月２３日

及び同月２８日, ２.２０団交申入れの取扱いについて, 窓口整理(事前調整)を

行い, その中で, Y２は, 前記申入事項は本件協約上の団体交渉事項には当たら

ず, 本来は地方会議で扱うべき内容である, あえて扱うとすれば経小であると申

し入れたが, Ｘ13副執行委員長はあくまで団体交渉開催を求めた。

また, 岡山地本のＸ10副執行委員長と岡山支社のY１課長代理は, ２.２０団交

申入れの取扱いについて, 同年５月１４日には窓口整理(事前調整)が, 同月２１

日には, 窓口整理(経小)がそれぞれ実施されたが, いずれの手続においても, 補

助参加人西労側と原告会社側との間では, 上記２.２０団交申入れにかかる事項

が団体交渉事項には当たるか否かという入口論で対立し, 議論は平行線に終わっ

た。 もっとも, 同月２１日の窓口整理(経小)では, 会社側がY３秘書の言動につ

いての会社側の調査結果を説明し, 訓練を途中で退出したX１の行動が業務指示

違反に当たる旨の見解を伝えているが, 運転士個人の責任のみを追及する会社の

態度を批判する補助参加人西労側の意見に関しては, それ以上の議論はなされて

いない(乙Ｂ５２)。

ウ その後, 岡山地本は, 岡山支社に対し, 本件救済申立てに至るまで, (申)第１

０７号に関し団体交渉の開催を要求することはなかったところ, 岡山地本のＸ10

副執行委員長は, その理由について,県労委における本件初審第３回審問におい

て, 「他の団体交渉要求もたくさんあったため, これについては, はっきり言っ

て忘れていたというのが事実である」旨述べた。

(以上, 前提事実(6), 争いがない事実)
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⑹ ６.１８団交申入れ

ア ６.１８団交申入れ

岡山地本のX10副執行委員長は, 岡山支社のY２課員に対し, 平成１９年６月１

８日, 補助参加人中国地本及び岡山地本連名の(申)第１９０号(乙Ａ１００）を

交付し, 団体交渉を申し入れた。 その際, Y２課員は, 申入事項が本件協約で定

めた団体交渉事項には当たらないこと及び転勤については簡易苦情処理会議で協

議していることを伝えたが, X10副執行委員長は, 簡易苦情処理会議と団体交渉

要求とは違うものであり, また, 本件各転勤及び本件戒告処分等は不当労働行為

であり, 団体交渉を要求している旨答えた。

(申)第１９０号は, 「不当労働行為について団体交渉の申し入れ」と題し, 岡

山支社がした本件各転勤や本件評価等は, 組合組織の弱体化を意図した不当労働

行為であるとして, これらの点について, 団体交渉の開催を要求するものであっ

た。

(以上, 前提事実(7), 争いがない事実)

イ ６.１８団交申入後の折衝

(ｱ) 岡山地本のX10副執行委員長が, 岡山支社のY２課員に対し, 平成１９年７月

３日, 前記団体交渉の開催を要求し, 同年１１月９日にも, 前記団体交渉要求

への対応を質したところ, Y１課長代理は, 「窓口でやりたい。」と述べ, こ

れに対し, X10副執行委員長は, あくまでも団体交渉の開催を求めた。

(ｲ) 岡山地本のX10副執行委員長, 岡山支社のY１課長代理, Y８係長は, 同年１

２月６日, 窓口整理(事前調整)を行い, Y１課長代理は, ６.１８団交申入事項

は本件協約に定めた団体交渉事項ではないこと, 簡易苦情処理会議又は地方会

議で個別対応し協議済みであること, 再度説明を求めるのであれば窓口整理

（経小)で説明することを伝えた。 これに対し, X10副執行委員長は, 不当労

働行為に関する申入れであり団体交渉事項であると応じ, 窓口整理(経小）を

拒否した。 その結果, (申)第１９０号の扱いについては双方とも対立として

整理したが, X10副執行委員長は, この件について, 別途再申入れを行うこと

を告げた(乙Ｂ５３)。

(ｳ) 岡山地本らは,同月１８日, (申)第１９０号で申し入れている内容は「不当

労働行為の事実」及び「労働協約の基準」に関わる事項であり, 団体交渉で誠

実に協議する内容であると認識しているとし, (申)第１９０号の申入事項につ

いて再度団体交渉を申し入れた(乙Ａ１２３)。

(ｴ) 岡山地本のX10副執行委員長, X13副執行委員長, X１(副執行委員長), 岡山

支社のY１課長代理, Y８係長は, 平成２０年１月２９日, 窓口整理(事前調整)

を行い, Y１課長代理は, 上記再申入れについて, 団体交渉事項には当たらな

いが, 窓口整理(経小)で説明することを提案し, 回答文書を渡そうとしたが,

岡山地本は団体交渉の開催を求めるとして同文書の受取りを拒否した。

岡山地本らは, 同年２月１８日, (申)第１９０号の申入事項について, 団体

交渉の再々申入れを行った。

(ｵ) 岡山地本のX10副執行委員長, X13副執行委員長, X１(副執行委員長), 岡山
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支社のY１課長代理, Y８係長は, 同年５月１５日, 窓口整理(事前調整)を行い

, 岡山支社は, 上記再々申入れについて, 団体交渉事項ではないとして窓口整

理(経小)で説明することを提案したが, 岡山地本は, 団体交渉の開催を要求し

た。

(以上, 争いがない)

⑺ 本件掲示物撤去

ア 本件協約の定め等

本件協約(乙Ｂ４)は, 組合掲示物について, 次のように規定している。まず,

１６条１項は, 「組合は, 会社の許可を得た場合には, 指定された掲示場所にお

いて, 組合活動に必要な宣伝, 報道, 告知を行うことができる。」とし, １７条

は, 「掲示類は, 組合活動の運営に必要なものとする。 また, 掲示類は, 会社

の信用を傷つけ, 政治活動を目的とし, 個人を誹謗し, 事実に反し, または職場

規律を乱すものであってはならない。」とし(撤去要件), １８条は, 「会社は,

組合が前２条の定めに違反した場合は, 掲示類を撤去し, 掲示場所の使用の許可

を取り消すことができる。」と定めている。 (前提事実⑷)

なお, 本件協約には掲示類の撤去手続についての定めはない。 そして, 原告

会社は, 補助参加人西労以外の組合とも同様の内容の協約を結んでいる。

原告会社は, 組合掲示物が撤去要件に該当すると判新した場合, 補助参加人西

労に撤去通告を行い, 自主的な撤去又は掲載内容の変更を促すこととしているが

, 補助参加人西労がこれに応じない場合, 原告会社が当該掲示物を撤去してい

る。 なお, 原告会社は, 補助参加人西労以外の労働組合に対しても同様の扱い

を行っている。

原告会社は, 平成１６年２月１９日に「ＪＲ西労岡山ニュースＮｏ２１」の記

載内容が事実に反するものとして, また, 同年８月１３日に「ＪＲ西労岡山ニュ

ースＮｏ３６」の記載内容が個人を誹謗するものであるとして, 撤去通告を行い

撤去している。 なお, 補助参加人西労は, これらに対して, 不当労働行為救済

命令申立てを行っていない。

(以上, 争いがない)

イ 分会掲示板について

分会は, 組合活動の全般的な宣伝, 情報及び告知を目的として, 岡山支社から

掲示板の設置許可を受け, 岡山運転区別館２階の乗務員更衣室(以下「更衣室」

という。)内の出入口付近に分会掲示板を設置していた。 なお, 補助参加人西労

及び国鉄労働組合の掲示板も同じ場所に設置されていた。 更衣室には, 運転士

用のロッカーが配置され, 岡山運転区所属の運転士が主に使用しており, 分会掲

示板に掲示された本件掲示物が岡山運転区所属の社員以外の目に触れる機会はな

かった。 (争いがない)

ウ 本件掲示物の掲示

分会は, 平成１９年１１月２７日, 分会掲示板に別紙内容の本件掲示物を掲示

した。 (前提事実⑷, 乙Ａ１１８, Ｃ３）

エ 本件掲示物の撤去
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岡山運転区総括助役のＹ11(以下「Ｙ11助役」という。)は, 岡山支社のY２課

員に対し, 平成１９年１１月２７日, 本件掲示物の内容が事実に反するのではな

いかと報告した。 岡山支社人事課は, 本件掲示物を写真撮影し送付するようＹ

11助役に指示して, 送付された写真により内容を確認し検討した結果, 「不当な

報復転勤」 「岡山支社長秘書らによる我が西労への不当な組織介入」及び「憎

悪を剥き出しにして西労組合員に不当処分や不当評価を相次いで下した」との記

載が事実に反する内容であり, それらの記載を岡山運転区所属の社員が目にする

と職場規律を乱すことになると判断した。

Y２課員は, Y１課長代理の指示により, 岡山地本のＸ10副執行委員長に対し,

同月２８日, 本件掲示物の「不当な報復転勤」 「不当処分」などが事実に反す

る内容であり, 本件協約に違反しているので, 本件掲示物の撤去又は内容の変更

を岡山地本から分会に指導するよう電話で申し入れたところ, Ｘ10副執行委員長

は, 内容は事実に基づくものであり撤去する考えはない旨を答えた。

その後, Ｙ11助役は, Y１課長代理に対し, 掲示物につき撤去も内容の変更も

されていないと連絡し, そのY１課長代理の指示を受けた岡山支社人事課のＹ８

は, 岡山地本のＸ13副執行委員長に対し, 同年１２月１４日, 「本件掲示物は事

実に反する内容であり協約に違反しているので撤去させてもらう」と電話で通告

した。

Ｘ11助役は, 本件掲示物の掲出責任者である分会執行委員長のX７に対し, 同

月１５日午前１０時ころ, 内容が本件協約に違反しているとして, 同日１７時ま

でに本件掲示物を自主的に撤去すること及び撤去しない場合は原告会社がこれを

撤去することを電話で通告した。 これに対し, X７は, 「本件掲示物は西労の見

解である。 とやかくいわれる筋合いのものではない」と答えた。

Ｙ10助役は, 同日１７時すぎ, 本件掲示物を分会掲示板から撤去し, 同月１７

日, 本件掲示物は分会に返却された。

Ｘ13副執行委員長は, Y１課長代理に対し, 同日, 本件掲示物の撤去について

電話で抗議するとともに, 分会は, 本件掲示物撤去に抗議するビラを分会掲示板

に掲示した。 岡山地本らは, 岡山支社に対し, 同月２６日, 本件掲示物撤去に

関する団体交渉を申し入れた。

(以上, 争いがない)

オ その後の状況

分会は, 本件掲示物の掲示直後にも 「X６社員への報復転勤を断じて許さず」

等という文言を記載した掲示物を分会掲示板に掲出したが, 岡山支社から同掲示

物に対する撤去申入れはなかった(乙Ａ１１９, １２０, Ｃ３)。

２ 争点１ (本件掲示物撤去が労組法７条３号の不当労働行為に当たるか。) について

⑴ 掲示物撤去に関する不当労働行為成立の判断基準

原告会社は補助参加人西労の組合活動のために掲示板の使用を許可しているとこ

ろ, 掲示物が「会社の信用を傷つけ, 政治活動を目的とし, 個人を誹謗し, 事実に

反し, 職場規律を乱すもの」(撤去要件)に該当する場合には, 当該掲示物を掲示す

ることが正当な組合活動のために掲示板を使用する場合に当たらないものとして,
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そのような掲示物の掲示を許さず, 掲示物を撤去することができることを明示する

ために, 本件協約における撤去要件が定められたものと解される。

したがって, 掲示物の撤去が組合に対する支配介入に当たるか否かの判断に当た

っては, まず, 上記撤去要件に該当するか否かを検討すべきであり, 原告会社が撤

去要件に該当しない掲示物を撤去した場合には, 組合活動に対する支配介入に当た

るというべきであるが, 他方で, 掲示物が撤去要件に該当するといえる場合には,

これを掲示する行為は正当な組合活動とはいえないから, 原告会社がこれを撤去す

ることは, 支配介入の不当労働行為に該当することはないというべきである。

そして, 掲示物が撤去要件に該当するかどうかを判断するに当たっては, 一般常

識や社会通念に従って, 撤去要件の文言の一般的意味に即して判断すべきである。

もっとも, 労働組合においては使用者側に比べて情報量が格段に劣る場合も多いこ

とから, 客観的事実の記載に正確さを欠く場合や, 自己の主張を強調しようとする

あまり, 事実の一部を取り上げて誇張, 誇大と思われるような表現が用いられるこ

ともあるが, 上記のような労働組合と使用者との間の力関係からすれば, このよう

な表現になるのは無理からぬ面もあって, 掲示物の一部に上記のような不正確ない

し誇張的な表現が含まれていることを理由として, 直ちに撤去要件に該当すると解

するのは相当ではない。 むしろ, 撤去要件に該当するか否かの判断に当たっては,

当該掲示物が全体として何を伝えようとし, 何を訴えようとしているかを中心と

して, 撤去要件を実質的に充足するかどうかを考慮すべきである。 すなわち, 形

式的にみれば掲示物の一部が上記撤去要件に該当するとみられる場合であっても,

使用者の運営等に支障を与えたり, 個人の名誉を傷つけたか否かなどについて, そ

の内容, 程度, 記載内容の真実性等の事情が実質的かつ総合的に検討されるべきで

あって, その結果, 労働組合の正当な組合活動として許容される範囲を逸脱してい

ないと認められる場合には, 当該掲示物を撤去する行為は, 実質的に組合活動に対

する妨害に当たるものとして, 支配介入に該当すると解するのが相当である。

⑵ 検討

以上の説示を前提に, 以下, 本性掲示物を撤去した行為が支配介入に当たるか否

かについて, 検討する。

ア 本件掲示物は, その冒頭で, 原告会社の岡山運転区報における同人事課長のイ

ンタビュー記事の内容について, 現実の職場の実態を無視した発言であると述べ

, 「真の職場実態はこうだ!!」という表題の下, 要員不足であるにもかかわらず

他支社に転勤を発令するなどの会社の実態に触れている。 そして, 「不当な報

復転勤を許さない!!」との表題の後, X６の大阪地区への広域転勤について触れ

, 同転勤について, 原告会社は, 岡山支社長秘書らによる西労への不当な組織介

入 (組合員を飲食に誘う) を明かにされたことを憎悪して西労組合員に不当処分

, 不当評価を行ったが, それでも飽き足らずに, X６に対し報復的な広域転勤発

令を行ったものであることが容易に推測できる, などと記載している。

以上のような本件掲示物の内容に照らすと, 同掲示物において, 分会は, 岡山

運転区における運転士の要員不足という実態があるにもかかわらず, 他支社に転

勤を発令する不合理さ, 不自然さを訴え, X６の広域転勤命令についても, それ
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以前に支社長秘書らによる組合員への飲食の誘いを組合員が拒否したという経過

があり, その後X１に対する本件戒告処分やX７, X８に対する低い評価がされた

事実があったことからすれば, 上記戒告等と同じく上記飲食の誘いを拒否したこ

とに対する報復であると推測できるという認識を示し, かかる認識に基づいて,

X６の大阪支社への転勤の撤回を求めるとともに, 組合員を初めとする周辺の者

に対し, 分会の主張への理解を求めているということができる。

本件掲示物の内容のうち, 少なくとも, 岡山運転区における運転士の要員不足

足という点については, 原告会社としても格別異論はないと思われるし, 支社長

秘書による分会組合員に対する飲食の誘いがあったことも客観的事実に合致する

ものであって, 当時の原告会社と補助参加人西労との対立状況からすれば, 分会

がこれを組合に対する不当な介入であると考えることには, 一応の根拠があると

いうことができるから, X６に対する広域転勤命令についても, その一環である

という趣旨を述べることは, それなりに客観的な理由に基づくものであって, 一

応の合理性があるというべきである。

また, 当時, 補助参加人西労としては, 岡山運転区の要員不足の原因が原告会

社側にあり, かつ, 原告会社が職員に対して行う日勤教育に対しては, 強い否定

的な評価を示していたもので, この点で, 原告会社側の認識との間に大きな隔た

りがあった。 X１に対する本件戒告処分等やＸ７, Ｘ８に対する本件評価は, 上

記の要員不足の状態や日勤教育のあり方に対する抗議行動がその一端となってい

るところ, 補助参加人西労側としては, このような抗議行動を行ったことを理由

に処分等を受けることを容認するわけにはいかない状況にあったもので, このよ

うな補助参加人西労側の認識, 見解を前提にすれば, 本件戒告処分等や本件評価

が不当であるという評価になるのは, ある程度, やむを得ない側面があった。

イ(ｱ) これに対し, 原告会社は, X６に対する上記広域転勤命令は報復的な転勤命

令ではないとか, 本件戒告処分等は不当ではないから, 事実に反しており撤去

要件に該当するなどと主張するが, 前記アのとおり, 本件掲示物におけるX６

に対する転勤命令に関する記述には一応の合理性があるものといえるし, 本件

戒告処分等に関する記述についても, 補助参加人西労の見解を前提にすればそ

のような表現になるのもやむを得ない側面があったのであるから, その表現を

全体的にみれば, 事実に反する表現とまではいえない。

(ｲ) また, 原告会社は, 本件記載が「会社の信用を傷つけ」, 「職場規律を乱す」

などと主張するが, かかる信用の毀損や職場秩序の乱れを認めるに足りる証拠

はない(原告会社の主張に沿うY１課長代理の供述(乙Ｂ４２)によっても, 原告

会社関係者から本件掲示物について数件の問い合わせがあったにすぎず, その

件数も不明であり, その問い合わせの具体的な内容も不明である以上, かかる

事情によって, 会社の信用が毀損された又は職場規律が乱れたと認めることは

できない。)。

(ｳ) さらに, 原告会社は, 本件掲示物が個人を誹謗するもので撤去要件に該当す

るとも主張する。 「個人を誹謗」するとは, 個人に対する中傷等をいうと解

されるところ, 岡山支社長秘書による飲食の誘いという事実及びその後の分会
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員に対する転勤や処分という経緯を指摘し, かかる転勤や処分を不当なもので

ある旨をいう補助参加人西労の本件掲示物の記載は, その全体的な内容に照ら

し, 岡山支社長個人を中傷するものといえないことは明らかであり, これが個

人を誹謗するものと認めることはできない。

(ｴ) なお, 原告会社は, 本件中労委命令において, 本件各転勤命令や本件評価等

の不当労働行為該当性を否定しつつ, 本件掲示物撤去が不当労働行為該当性を

肯定したことを矛盾であると主張するが, 本件各転勤命令ないし本件評価等と

本件掲示物撤去とでは, その不当労働行為該当性についての判断基準, 観点が

異なるのは当然であるから, 両者の結論が異なることをもって, 直ちに矛盾と

いえるものではない。

⑶ 結 論

以上のとおり, 本件掲示物の記載は撤去要件に該当しないというべきであるから

, 原告会社がこれを撤去した行為は, 支配介入に当たると認めるのが相当である。

３ 争点２ (本件団交拒否が労組法７条２号の不当労働行為に当たるか。)について

⑴ ２.２０団交申入れについて

ア 前提事実⑹のとおりの本件協約の内容に照らすと, 原告会社と補助参加人西労

との間における団体交渉事項は, 同３９条各号で定める労働条件の基準に関する

事項とされ, 個別の人事事項については苦情処理手続で処理するものとされてい

ると解するのが自然であるところ(就業規則等の適用についての苦情は苦情処理

会議の対象にされ, 転勤, 降職等についての苦情は簡易苦情処理会議の対象とさ

れている。), このような手続の区分けからすれば, ２.２０団交申入れの申入事

項である本件戒告処分については, 個別的人事事項に当たるものであるから, 同

協約の規定上は苦情処理手続によるべき事項に当たると解される。

このように, 労働協約において, 苦情処理手続に委ねる事項を明示し, これを

団体交渉事項から除外することについては, 団体交渉権保障の趣旨に反しない限

り有効であると解される。 しかしながら, 個別の人事権行使についても, 労働

者の労働条件その他の待遇に関する事項であって義務的団交事項に当たると解さ

れるところ, 原告会社の処理方針からすれば, 苦情処理事項として取り扱うこと

により, 使用者側の対応にいかに問題があったとしても, 協議が不調に終われば

その対応のあり方を問題にする手段が存在しないことになる (この点, 団体交渉

については, 使用者側が不当な対応をしたことにより交渉が不調に終われば, 労

働組合側は不当労働行為救済手続によってその対応のあり方が問うことができる

。)。

このような点に照らすと, かような義務的団交事項に当たる事項を苦情処理手

続の対象とすることによって, 使用者が団体交渉応諾義務を免れるといえるため

には, 当該苦情処理手続が実質的に団体交渉に代わるような機能を果たしている

といえること, すなわち, 同苦情処理手続において, 団体交渉でされるような実

質的な協議や審理が行われているといえる必要があるというべきである。

したがって, 使用者としては, 労働組合が苦情処理手続を経ずに団体交渉の申

入れを行った場合, まず苦情処理手続によるべきであるとして団体交渉申入れを
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拒むことはできると解されるが, 義務的団交事項に関し苦情処理手続を経た上で

労働組合から団体交渉の申入れがあった場合には, 同苦情処理手続が前記のよう

な実質を有しないものであるときには, 苦情処理手続によるべき事項であること

を理由として, 団体交渉の申入れを拒むことはできない(そのような団交拒否に

は正当な理由がない)と解するのが相当である。

イ これを本件についてみるに, 前記１⑷ア(ｵ) に認定したとおり, X１の苦情申

告に関しては, 互いの主張を交わしただけで実質的な交渉には至らず, 結局, 同

日, 上記苦情申告が棄却されていることからすれば, 上記苦情申告において, 団

体交渉に代わるような具体的な説明, 協議が行われていたとまでは認め難い。

また, 前記１⑸イで認定したとおり, 原告会社と補助参加人西労は, ２.２０

団交申入後, ４回にわたって窓口整理(事前調整)ないし窓口整理(経小)を行って

いるが, これらの手続においては, ２.２０団交申入れにかかる申入事項が団体

交渉事項に当たるか否かという入口論で対立し, それ以上の実質的な議論には進

展しなかったものである。 なるほど, 平成１９年５月２１日の窓口整理(経小)

において, 原告会社側が事実関係についての調査結果を示し, 会社としての見解

を伝えようとしている状況は窺われるが, 前記１⑸イのとおり, 補助参加人西労

側の意見を踏まえての実質的な議論にまでは至っていないことからすれば, これ

をもって, 団体交渉に代わるような具体的な説明, 協議がなされたとまで評価す

ることはできない。

したがって, 原告会社が２.２０団交申入れを拒否したことについて正当な理

由があるとはいえないから, 同団交拒否は労組法７条２号の不当労働行為に当た

るというべきである。

ウ これに対し, 原告会社は, 補助参加人西労が前記窓口整理の後再度団体交渉を

申し入れていないなどと主張するが, 原告会社の主張によっても, 補助参加人西

労は, 窓口整理において, 一貫して団体交渉を求め, その後にもその申入れを撤

回したものでもなく, 本件救済命令申立てに至っているのであるから, 原告会社

が主張するさらなる団体交渉の申入れがなかった事実が, 上記認定を左右するも

のではない。

また, 原告会社は, 補助参加人西労が県労委において労働委員会立会いのもと

での労使協議に応じなかったこと(甲４・平成２１年５月２５日の第６回調査に

おける補助参加人西労の発言)を指摘するものの, 本件救済命令申立ては本件団

交拒否の不当労働行為の成立を主張するもので, 補助参加人西労は, 和解協議の

中で労使協議を行うことを拒否したにすぎず, 前記団体交渉要求を撤回したもの

とは解されないから, かかる事情も団交拒否の不当労働行為の成否を左右するも

のであるということはできない。

⑵ ６.１８団交申入れについて

ア ６.１８団交申入れの申入事項である本件各転勤命令及び本件評価等はいずれ

も義務的団交事項に当たるところ, これを苦情処理手続に委ねること自体は許さ

れるものの, 苦情処理手続において団体交渉でされるような実質的な協議等が行

われていない場合には, 苦情処理手続によるべき事項であることを理由として団
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体交渉申入れを拒むことができないことは, 前記⑴アで説示したとおりである。

原告会社は, 前記１⑶イに認定したとおり, 本件各転勤に関する簡易苦情処理

会議において, いずれも「本人の知識, 技能, 適格性等を総合的に判断したもの

である。」 「業務上の必要性がある。」 などの形式的, 抽象的な説明に終始し

ており, 具体的にその事情を説明するには至っていないものであるから, それら

の苦情処理手続において, 団体交渉に代わるような説明, 協議がなされていたと

まではいえない。

また, 補助参加人西労は, 原告会社に対し, ６.１８団交申入後, たびたび団

体交渉の開催を求めていたところ, 原告会社は窓口整理(経小)で説明したいと述

べるばかりであったところ, 前記１⑸に認定したとおり, 原告会社は, 平成１９

年５月の窓口整理(経小)においても, ２.２０団交申入れについて具体的な説明,

協議を行っていなかった以上, 補助参加人西労が, かかる原告会社の対応を前

提に, 具体的な説明, 協議が行われる見込みのない窓口整理(経小)における協議

を拒否し, 団体交渉の開催を求めたことが何ら不当とはいえない。

したがって, 原告会社が６.１８団交申入れを拒否したことに正当な理由があ

るとはいえないから, 同団交拒否は労組法７条２号の不当労働行為に当たるとい

うべきである。

イ これに対し, 原告会社は, X９, X４は苦情申告しておらず, 当の転勤対象者自

身がその権利を放棄しているものについてまで労働組合が団体交渉申し入れを行

うことは, 労使協議制度の趣旨に反し不当であるなどと主張するが, 転勤に対す

る苦情申告は簡易苦情処理会議の対象となるところ, その申告期限は転勤の事前

通知を受けた翌日までのわずか２日間に限定されており (前提事実⑸), かかる

簡易苦情処理会議への苦情申告を行わなかったことをもって, 直ちに, その後の

団体交渉申入れが当該転勤対象者の意思に反するものであると推認するのは相当

ではない。 したがって, 上記の点を理由に, 補助参加人西労が団体交渉要求を

なしえなしと解することはできないから, 原告会社の主張は採用することができ

ない。

また, 原告会社は, 転勤に関わる事項は, 団体交渉よりも非公開の経小になじ

むと主張するが, 現に, 原告会社の２.２０団交申入れに対する経小での説明は,

補助参加人西労の理解を得るための具体的な説明, 協議ということができないも

のであったし, 仮に, 公開になじまない事項があるとすれば, 補助参加人西労と

協議の上で公開を停止する措置をとるとか, 支障のある範囲をマスキングした資

料を交付する等の適宜必要な措置をとれば足りるから, 団体交渉自体を拒否する

原告会社の主張は採用することができない。

⑶ 結論

したがって, 原告会社の本件団交拒否は不当労働行為に当たるものであるから,

争点２に関する原告会社の主張にはいずれも理由がない。

第４ 結語

以上の次第で, 本件中労委命令に取り消されるべき違法はなく, 原告会社の請求は

理由がないから, これを棄却することとする。
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よって, 主文のとおり判決する。
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